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意匠法施行規則及び意匠登録令施行規則の一部を改正する省令について 
 

平成３１年４月２６日  
特 許 庁 

 
Ⅰ．省令の趣旨  

本省令は、意匠登録出願の際の意匠の開示要件について、意匠の創作の実態及び国際

的な意匠登録出願手続との整合性を踏まえたものとするために、産業構造審議会知的財

産分科会意匠制度小委員会及び同意匠審査基準ＷＧにおける議論を踏まえ、意匠法施行

規則（昭和３５年通商産業省令第１２号）及び意匠登録令施行規則（昭和３５年通商産

業省令第３５号）について所要の改正を行うもの。 

 

Ⅱ．省令の概要  

（１）図面に関する意匠の開示要件の緩和 
①一組の図面に係る要件 
記載する図面の数にかかわらず、意匠の創作の具体的な内容を特定することができる

と認められれば、意匠が適切に開示されたものとして取り扱う旨規定する。 
②意匠登録を受けようとする物品以外の記載 
意匠登録を受けようとする物品とそれ以外が明確に描き分けられている場合又はそ

の旨が願書の【意匠の説明】の欄に記載されている場合については、意匠登録を受けよ

うとする物品以外のものを図面に記載することを可能とする。 
③中間省略の記載方法 
意匠の一部を省略して図示する場合に、中間を省略する図法であることが明らかであ

る場合は、現行制度で規定されている以外の記載方法を可能とする。 
 
（２）願書の部分意匠の欄に係る規定の見直し 
 意匠登録出願の願書及び意匠原簿に部分意匠の欄を設けなければならないとする規定を

廃止する。 
 

Ⅲ．公布及び施行期日 

公布：平成３１年４月２６日 
施行：平成３１年５月１日 


